
対象となる工事とは？ ポイントの申請期限等は？

　１．エコ住宅の新築 〔申請期限〕　　エコ住宅の新築 ：　平成２３年６月３０日まで（一戸建ての住宅）

　平成２１年１２月８日～平成２２年１２月３１日に建築着工したもの 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ただし、１１階建て以上は平成２４年１２月３１日

　※建築着工とは、根切り工事または基礎杭打ち工事の着手 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ただし、１１階建て以上は平成２４年１２月３１日

　＜工事内容＞ 　　　　　　　　　エコリフォーム 　：　平成２３年３月３１日まで
　次の①・②に該当する新築住宅

　①省エネ法のトップランナー基準相当の住宅 〔交換期限〕　　平成２５年３月３１日まで （新築・リフォーム問わず）
　②省エネ基準（平成１１年基準）を満たす木造住宅

　※ポイントの申請には、基準を満たすことを証明するための登録住宅性能評価機関等の第三者評価が

　　必要になります。（評価に係る費用が発生し、一定の手数料がかかります） 対象となる住宅の定義とは？

　２．エコリフォーム 　住宅とは、住宅品質確保法でいう「人の居住の用に供する家屋または家屋の部分」をいう。

　平成２２年１月１日～平成２２年１２月３１日に工事着手したもの 発行対象〇　分譲マンション、長屋、店舗兼住宅、賃貸住宅、別荘等のセカンドハウス、
　※工事着手とは、ポイント対象工事を含むリフォーム工事全体の着手 　　　　　　　　　グループホーム、高齢者専用賃貸住宅、寄宿舎

　＜工事内容＞ 発行対象× ショートステイのサービスを実施するような介護施設は住宅に該当しない
　次の①または②の改修工事 　　　　　　　　　特別養護老人ホームや有料老人ホームについても同様
　①窓の断熱改修
　②外壁・屋根・天井または床の断熱改修 工事完了の期限は？

　※これらに併せて、バリアフリー改修（手すりの設置、段差解消廊下幅の拡張）を行う場合は、その分 　工事完了の期限は設けていないが、着工期限とポイント申請期限を設けている。
　　のポイントが加算されます。 　引渡し時期の期限も設けていないが、同じように着工期限とポイント申請期限があるので注意。

発行されるポイント数は？ 自分で窓を設置するなどのリフォームは対象となるのか？

１．エコ住宅の新築　：　１戸あたり３００，０００ポイント 　工事請負契約を伴わないリフォーム工事は対象とならない。

２．エコリフォーム　　：　１戸あたり３００，０００ポイントを限度　（下記参照） エコリフォームとバリアフリー改修工事は一体的に行う必要があるのか？

窓の
断熱
改修

内窓設置
外窓交換

大（２．８㎡以上） 中（１．６㎡以上２．８㎡未満） 小（０．２㎡以上１．６㎡未満） 　バリアフリー改修工事は任意であるが、バリアフリー改修工事単独ではエコポイントの発行対象
１８，０００ポイント １２，０００ポイント ７，０００ポイント 　にはならないので注意。

ガラス交換
大（１．４㎡以上） 中（０．８㎡以上１．４㎡未満） 小（０．１㎡以上０．８㎡未満）

７，０００ポイント ４，０００ポイント ２，０００ポイント 国からの補助を受けて新築やリフォームを行っている場合は？

外壁・屋根・天井、
床の断熱改修

外壁 屋根・天井 床 　窓や壁等の断熱改修に対する国の補助金や、省エネ基準を補助の要件とした新築に関する国
１００，０００ポイント ３０，０００ポイント ５０，０００ポイント 　の補助金との併用（長期優良住宅普及促進事業など）はできない。

バリアフリー改修
（50,000ポイントを限度）

手すりの設置 段差解消 廊下幅等の拡張 　なお、エコキュート、太陽光発電に対する補助金との併用は可能。
５，０００ポイント ５，０００ポイント ２５，０００ポイント

詳細は随時、国土交通省ＨＰ等で発表になりますので、お問い合わせください。
ポイント交換対象商品は？

　・商品券、プリペイドカードなど
　・地域振興に資する商品券や地域参品など
　・省エネ、環境配慮に優れた商品
　・環境寄附
　・エコ住宅の新築またはエコリフォームを行う工事施工者が追加的に実施する工事への
　　即時交換も可能とする
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